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研究成果の概要（和文）：本研究の成果は、「他者」という切り口から、日本の立憲主義の再定位を試みたとこ
ろにある。多様な個人の集まりを「われら日本国民」へと昇華させるためには、ノモス（人間が意味を志向する
ところに成立する規範世界）とナラティヴ（無味乾燥な法規範を豊かなものとする物語）という二つの装置が必
要となることを、西洋諸国の経験から明らかにした。その上で、立憲主義の実現には、自己という存在を根底か
ら揺さぶる他者と不断に直面することへのコミットメントが必要であることを明らかにした。その主な成果は
『近代立憲主義と他者』（岩波書店）に収められている。

研究成果の概要（英文）：This study attempted to reposition Japanese constitutionalism from the 
perspective of "others" in the sense of existential philosophy. Western experience has shown that in
 order to bring the individual pieces into one Nation, it is essential to have two devices: Nomos (a
 normative world established where human beings aspire to meaning) and Narrative (stories that 
enrich legal codes), both of which are often overlooked in Japanese discourse. The study concluded 
that the realization of constitutionalism is only possible where individuals are determined to face 
others who fundamentally shake or even deny the existence of the self. The main achievements of this
 research can be found in "Modern Constitutionalism and Others" (Iwanami Shoten).

研究分野： 憲法学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の学術的意義は、わが国で動揺を続ける近代立憲主義という概念を「他者」という見地から再構築するこ
とで、その成立に必要な諸条件を明らかにしたところにある。その正当性を疑われることの少ない民主主義に対
して、立憲主義は民意を否定してまでも自己の意見を押しつけようとすることから、権威主義と誤解されがちで
ある。しかし、本研究は西洋諸国の経験を通じて、本来の立憲主義が多様な他者に開かれたものであり、それに
よってはじめて民主主義が可能となる性質をもつことを明らかにしたところに、社会的意義が認められる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 
本研究を開始するきっかけは、その当時わが国において立憲主義の概念が激しく動揺してい

たという事情がある。日本の憲法は、敗戦の結果として手に入れられたものであるから、憲法が
動揺すること自体は珍しいことではない。しかし、今回は憲法そのものではなく、講学上の立憲
主義という概念が批判の対象となったところに目新しさがあった。すなわち、立憲主義は多数者
の利益を覆してでも守られねばならない権利の存在を前提とするが、実はそれは「護憲派」のイ
デオロギーにすぎず、民主主義を否定するものではないかという批判が、憲法学の内外を問わず
巻き起こってきたのである。 
この点、従来から憲法学は、立憲主義の正当化論を展開してきた。それは近代的自我を守るた

めには、人権保障を基本とする立憲主義が必要になるという説明である。しかし、この近代的自
我を自明の前提とする考え方は、必ずしも十分な説得力を発揮してこなかった。一つには、この
近代的自我じたいが西欧の特殊な歴史的背景のもとに生まれてきたという事情がある。西欧の
文化的背景を共有しない日本において、近代的自我の概念をそのまま持ち込んでも、議論の説得
力はそれほど強くない。いま一つは、この近代的自我は「自我」に重きを置くあまり、「他我」
との関係性を構築できないという点である。他者の不在は、憲法が自我のみならず、他者との関
係性の上に成り立つ公共性の学問であることを考えると、致命的な問題点であった。 
 
２．研究の目的 
 
以上を踏まえて、日本における立憲主義がいまだ政治的左右の対立を超えられていないのは、

立憲主義の概念の批判的検討が不十分だからであるという問題意識の下、本研究は立憲主義の
再定位を試みることを目的とした。その際に注目したのが、これまで近代的自我の陰に隠れてき
た「他者」という視点である。この他者概念は、特に 20 世紀に入ってから実存哲学においては
注目されてきたが、これまで憲法学では正面から取り上げられることはなかった。それは、他者
という概念が近代的自我を脅かす存在だからである。憲法学が個人にこだわりを見せ続けたの
も、この個人が他者にのみこまれることを憂慮してのことである。 
しかし本研究は、むしろこの他者との関係性こそが、近代的自我を深層で支えるものであると

の仮説を立てて、立憲主義の歴史的・思想的検討を進めることにした。実際、日本では逆説的な
関係にあると説かれることの多い立憲主義と民主主義であるが、立憲主義の母国である西洋諸
国では両者はむしろ連続的な関係にあると考えられている。これは必ずしも民主主義が自己利
益の集合体とは考えられていないことを示している。その証拠に、「われら人民」というナショ
ナリズムを語ることは、西洋諸国では立憲主義の事とされている。これに対して、日本では個人
のレベルでのみ立憲主義を語ろうとしてきたために、立憲主義の虚構性が際立っていた。 
かくして、本研究では、憲法前文にある「われら日本国民」という抽象的・観念的な統一体に

到達するための道筋を、理論的・思想史的観点から明らかにすることを目的に設定した。 
 
３．研究の方法 
 
本研究の方法として採用したのが、現象学的還元という方法論である。現象学的還元は、世界

の超越的存在を自明とする自然的態度を反省することで、純粋意識の領野から世界の意味を問
うものである。憲法学でこの現象学的還元の方法に依拠して国家の本質を見極めようとしたの
が、尾高朝雄のノモス主権論である。「正しい統治意思の理念」ないし「政治の矩」を意味する
このノモスという概念を手掛かりに、本研究では「われら日本国民」という客観的意味の精神形
態がいかにして可能になるかを明らかにすることにした。 
そこでまず注目したのが、立憲主義の母国とされる西洋諸国において「我々」存在がいかに成

立したのかという比較法的検討である。従来、人々は「自己保存欲求」（ホッブズ）ゆえに社会
状態へ移行すると説明されてきたが、この説明は暗黙の裡に超越的視点を導入する点で社会公
共の成立を自明視しているとの批判は免れない。むしろ、現象学の観点からすれば、人間は意味
を志向する存在であり、この意味が織りなす規範世界（ノモス）に生きているとみるのが妥当で
ある。本研究では以上の認識の下、この見方を採用するアメリカ憲法研究者のロバート・カヴァ
ーによる“Nomos and Narrative”という論文を解読することにした。 
この“Nomos and Narrative”を読む目的は、第一に、法＝ノモスは、物語と呼ばれる有機的意味

連関にはめ込まれていることを知るためである。歴史学や心理学ではなじみの深いこのナラテ
ィヴ・アプローチの手法は、法学では長らく敬遠されてきた。しかし、「我々」存在の意味を際
立たせるのがその背後にある物語であることは、アメリカやイスラエルの「我ら人民」が建国の
物語によって支えられていることからもわかる。第二に、法とは「意味的全体性」の観念によっ
て支えられており、それはコミットメントによって可能になることを知るためである。そこでは
ハイデガーの現象学に依拠しつつ、法解釈にはコミットメントが伴うことを示すことにした。 
しかし、全体性の概念は必然的に排除の論理を伴うことは、アメリカ憲法の「我ら人民」に女

性や奴隷、先住民は含まれていなかったという歴史的経験が示している。そこで本研究の最後の
課題として、既定の「我ら人民」を炸裂させる真の意味での「他者」概念を追究するものとした。
そこで注目したのが「ユダヤ思想」である。ユダヤの法体系は、国家の暴力を要することなく、



義務の体系をつくり上げてきた。それはネーションステートという明確な輪郭をもって立憲国
家をつくり上げてきた西洋諸国とは、別の可能性を示すものであった。これを本研究では「無限」
と呼んで、その現象学的意義を追究することとした。 
最後に、以上の他者論から見えてきた立憲主義のかたちが、日本の立憲主義とどう接合される

のかを検討することにした。そこでは憲法 9 条というこれまで異質とされてきた他者を、日本の
立憲主義と整合的に理解する方向性も探るものとした。 
 
４．研究成果 
 
本研究の主な成果は、5 回にわたり大学紀要に連載した「近代立憲主義と他者（一）～（五・

完）」国家学会雑誌（2016-2017）、および『近代立憲主義と他者』（岩波書店、2018）において取
りまとめられた。そこで明らかにされたのは、近代的自我を基本とする立憲主義の実現には「他
者」との関係性が不可欠であること、とりわけ法がノモスと物語から成るという動態的視点をな
くして、立憲主義がその国に真に根づくことはないという認識である。従来、日本の立憲主義の
弱点は市民革命の不在が原因であるとされてきたが、それは結果であって原因ではない。原因は
むしろ、自己統治する主体性の不在にあり、それが他者の自覚の欠如として現れてきたのである。 
 本研究成果の国内におけるインパクトは、立憲主義が法律専門家の独占的な概念であるとい
う誤解を解いて、それが一般国民に広く根差したものであることが示された点にある。すなわち、
法をノモスと物語の観点からとらえるということは、現在は国家権力の装置としてしか機能し
ていない法を、広く国民のものであるという認識に改めるということである。これによって、立
憲主義と民主主義の接続可能性が示され、今後日本において立憲主義が民主主義と同様に育ま
れる可能性が生まれると考えられる。また、海外におけるインパクトは、自国第一主義が加速す
る諸外国において、立憲主義が他者に開かれていることを示すことは、自身の足元を見直すきっ
かけになると思われる。 
本研究の今後の展望は、大きく 2 つの方向から見定められる。一つは、日本における象徴天皇

制の問題である。日本の公共性は歴史的に天皇制が占めてきた側面があり、それが今日の立憲主
義とどう折り合いがつくのか実は未解決の問題である。この点を今後さらに明らかにしなけれ
ば、日本における他者概念を中心とする立憲主義の可能性は拓けてこないであろう。もう一つは、
比較法的考察の問題である。特に、立憲主義をこの他者の概念から組み変えるというときに、こ
れまでの英米独仏に限られない広い視野から立憲主義の比較法的検討を推し進める必要がある。
立憲主義とはその国のかたちであり、それは決して一つのかたちに定まるものではない。先進諸
国に限られない多様な国々との立憲主義の制度比較を通じて、より立憲主義の理論的基盤は強
固なものになると考えられる。 
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